
12 月４日から 12 月 10 日は「人権週間」です。

1948年 12月 10日(昭和 23年)、国際

連合第３回総会で「世界人権宣言」が採択

されました。1950年(昭和25年)第５回総

会では、この日を記念して、毎年 12 月 10

日を「人権デー」とし、加盟国などに人権

思想の啓発のための行事を実施するよう

呼びかけました。

日本では、法務省と全国人権擁護委員

連合会が毎年 12 月４日から 10 日までを

「人権週間」と定め、その期間中、各関係

機関や団体の協力のもとで、世界人権宣

言の目的、宣言に込められた想い、大切さ

を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊

重思想をすべての人が理解し、その思想

を高めていくため、様々な啓発活動を行っ

ています。県や市町村においても、人権尊

重思想の普及高揚のための講演会開催や

街頭啓発などの活動を展開しています。

ロシアのウクライナ侵攻、パレスチナと

イスラエルの対立など、「戦争は最大の人

権侵害」と言われております。今回の侵攻

や武力行使は一般市民に死傷者が出てお

り、到底容認されるべきものではありませ

ん。しかしながら、ロシア、ウクライナ、パ
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レスチナ、イスラエルそれぞれの方々をひとくくりにして誹謗中傷したり、攻

撃することは差別行為となり許されるものではありません。私たちは、自らの

言葉や言動が差別や偏見につながっていないか、また、差別や人権侵害が

やがて戦争につながってしまうことを見据えておかなければなりません。

【人権週間 啓発活動】

12月４日(月) 街頭啓発 広報車による市内街頭啓発

市役所１階 出入口

【人権週間 特設人権相談】

12月４日(月) 人権擁護委員が相談に応じます

市役所１階 131会議室

【人権ポスター・標語展】

12月５日(火)～12月 21日(木)まで 市役所１階 市民ホール

北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、

国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、そ

の抑止を図ることを目的として、平成 18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当

局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公

共団体の責務等が定められるとともに、毎

年 12月 10 日から同月 16日までを「北朝

鮮人権侵害問題啓発週間」としております。

拉致問題は、我が国において喫緊の国

民的課題であり、解決を始めとする北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処が国際

社会を挙げて取り組むべき課題とされてお

ります。私たち国民ひとりひとりがこの問

題について関心を持ち続けることが大切

です。高齢になられた被害者家族のことを

思うと、いち早い解決を願いたいものであ

ります。


